
こどもサポートネットは、サポートを必要とするこどもと子育て世帯を
学校、区役所・地域などが連携して社会全体で支える新しいしくみです

大阪市こどもサポートネット

教育分野
の

サポート

連携

保健福祉分野
の

サポート

地域のサポート

「こどものことで困った」「どこに相談していいかわからない」そんな時
に、こどもサポート推進員が、こどもと子育て世帯をサポートします

実施目的 すべてのこどもたちの状況を把握すること
こどもたちを支援につなげていくこと

i5821168
スタンプ



こどもサポート推進員って
どんな人？

・保健福祉制度や地域の支援情報に精通した区役所職員で、学校と連携し、お困り事を
区役所や地域等の支援につなぎます。

・こどもや教育の情報を提供したり、保健福祉制度の説明や各種手続きのお手伝いをし
ます。

④ こどもサポート推進員の働きかけ 
・保健福祉制度の説明と手続支援
・こどもや教育の情報提供 など

・地域での見守り
・こどもの居場所
・こども食堂

など

③ 先生
からの
連絡

こども
子育て世帯

⑤ 保健福祉
分野の
サポート

② サポート方針
の決定

・生活支援
・就労支援
・介護支援
・その他の支援

⑤ 地域のサポート

① 課題をか
かえるこど
もや世帯の

発見

学校での
気づき

教育分野
の

サポート

学校
区役所

（保健福祉センター）

こどもサポート推進員
スクールソーシャルワーカー連 携

家庭訪問
など

こどもサポートネットの流れ



学校の気づきを見える化

スクリーニングシートの項目を参考に課題を抱える

児童・生徒を発見し、学校内で共有し対応を検討

随時更新することで

全教員で最新情報を共有

気づきを数値化(見える化)して

児童生徒の状況や家庭の背景を把握

担任ひとりで

抱え込まなくていい

スクリーニングシート作成の意義・効果

スクリーニング会議Ⅰ（職員会議など）

気づき力ＵＰ



                スクリーニング会議Ⅱ

・ＳＳＷが中心となり、『連絡票』に基づき、スクリーニング会議Ⅰ
の情報を共有し、支援方針や役割分担等の検討をし、決定する

・支援方針に基づき、児童生徒や保護者などへのアプローチ方法を検
討する

・主な支援は大きく分けて「教育分野」「保健福祉分野」「地域によ
るもの」の３つがある

ｓ

【 構成員 】

 学   校：管理職、担任、養護教諭、生徒指導主事、スクールカウンセラーなど

 区役所：ＳＳＷ、こサポ推進員、子育て支援室など

 地   域：民生委員、主任児童委員など

守秘義務を保持するチームで支援のしくみを作っています



具体的な支援方法・支援先

＜区役所＞
・子育て支援室
・こどもサポートネット
・障がいサービス(放デイ、ヘルパー）

・ひとり親支援
・自立アシスト
・ヤングケアラー支援

(通訳、家事育児支援など)

＜地域＞
・ふうせんの会
・社会福祉協議会

など

・見守り
・声かけ
・家庭訪問
・スクールカウンセラー
・養護教諭
・別室(校内支援)
・教育相談センター

など

福祉・地域 教 育

・
・
・

・
・
・



こどもサポートネットと要対協の連携

子育て支援室
子ども家庭相談の第一義的
窓口
区要保護児童対策地域協
議会の調整機関

◆専門的な知識や技術を要する相談に対応

こども相談センター

学校園、保育所等児童福祉施設、子育て
支援施設、医療機関、警察、消防、民生
委員・児童委員、主任児童委員 など

相談・通告
情報共有

区役所（保健福祉センター）の福祉
制度や地域による支援などにつなぐ

要対協の対象児童生徒をこサポの
支援対象とする
リアルタイムな情報を要対協支援に
反映させることで児童生徒が抱える
課題の解消解決を図っていく

要保護児童対策地域協議会

学 校

実務者会議・個別ケース会議で
ケースの現状について関係機関
により情報共有を行いアセスメ
ント、リスク管理、支援を決定

実務者、個
別ケース会
議などでこ
サポ事業に
よる支援が
適切である
とアセスメ
ントされた
ケース

スクリーニング会議Ⅰ（職員会議）
スクリーニングシートによりすべてのこどもの

生活状況等を把握したうえで学校内で情報を共有
し課題を抱えるこどもとその世帯を発見

スクリーニング会議Ⅱ

学校から把
握した要対
協ケースの
リアルタイ
ムな情報を
子育て支援
室につなぐ

ＳＳＷ
こサポ推進員

学 校

こどもサポートネット



もしかして
ヤングケアラー？？？

7

＜参考資料＞
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の一部施行について（ヤングケア
ラー関係）」
令和６年６月１２日付けこ支虐第265号こども家庭庁支援局長通知の概要
令和６年９月 大阪府教育庁教育振興室高等学校課生徒指導G
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ヤングケアラーに気づく難しさ

・家庭内の問題のため表出しにくい

・幼い頃から当たり前の環境なので、本人が認識していない

・家族のことを隠したいと考える（口止めされている場合も）

そのためには・・・

★実態調査：いいとこみつけ（スクリーニングシート）

★気づきツール：気づきポイントのポスターを活用する

★研修：自治体や専門職主体の研修に参加する

↓

こどもや家族と接点を持つ大人がヤングケアラーである
可能性に気づけるようにしておくことが重要

↓

先生方の気づきが必要！
相談経路の
３割以上が
「学校現場」



令和5年度より
スクリーニングシートに

ヤングケアラー項目が追加されました

13



14

令和６年度より
さらに５項目が
追加されました
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ヤングケアラー項目の取り扱いについて

「家族の世話」「家事分担」  に●や〇がついている

「高齢者の家族」「障がいのある家族」
「慢性的な病気の家族」「幼いきょうだい」
「日本語が第一言語でない家族」

「欠席」「遅刻」「早退」「忘れもの(宿題含)」

「友人関係」「部活動での課題(中学校のみ)」

「家庭環境」「家庭生活」

＋

に●や〇がついている

➊か➋の場合は、必ずスクリーニング会議Ⅱにあげてください

に●や〇がついている
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①② ②

スクリーニングシート（スクリーニング会議Ⅰ）

・それぞれの項目について、気になる児童・生徒は○、特に気になる児童・生徒は●をプルダウンより選択する

別
室
登
校

関
係
機
関

・網掛けの項目は全区共通項目とする。それ以外の項目は、各区・各学校の実態に合わせ追加・修正は可能とする

欠
席

遅
刻

早
退

授
業
中
の
様
子

そ
の
他
問
題
行
動

(

校
内
・
外

)

部
活
動
で
の
課
題

（
中
学
校
の

み

）

虐
待
の
疑
い

発
育

家
庭
環
境

家
庭
生
活

家
族
の
世
話

家
事
分
担

高
齢
者
の
家
族

障
が
い
の
あ
る
家
族

慢
性
的
な
病
気
の
家
族

幼
い
き
ょ
う
だ
い

保健室関係 事務室関係家庭状況について

児
童
扶
養
手
当

う
歯
・
疾
病
の
未
受
診

保
健
室
へ
の
来
室

要
保
護
・
準
要
保
護

諸
費
・
給
食
費
納
入
状
況

家
庭
と
の
連
携

保
護
者
か
ら
の
問
合
せ

日
本
語
が
第
１
言
語
で
な
い
家

族忘
れ
も
の

(

宿
題
含

)

・各項目の基準については、校内で統一する

学級での状況等

不登校
怪
我

（
校
内
・
外

）

服
装
・
身
だ
し
な
み

い
じ
め

(

被
害

)

い
じ
め

（
加
害

）

友
人
関
係

暴
力
行
為

学
力

言
葉
使
い
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